
日 薬 業 発 第 1 5 号 

令 和 ６ 年 ４ 月 ５ 日 

 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副会長 田尻 泰典 

 

 

糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引きの送付について 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

糖尿病性腎症重症化予防プログラムの改定については令和６年３月 29日付け

日薬業発第 508 号にてお知らせしたところですが、今般、同プログラムの改定

に伴い、糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引きの見直しについて、

厚生労働省保険局国民健康保険課より別添のとおり通知がありましたのでお知

らせいたします。 

本手引きにつきましては、厚生労働省ホームページから確認できます。 

 貴会におかれましては、各都道府県等での取組が円滑に実施されるよう、協

力・連携体制の構築にあたり、引き続きご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。 

  

 

〇厚生労働省ホームページ  

ホーム＞政策について＞分野別の政策一覧＞健康・医療＞医療保険＞国民健

康保険制度＞国民保険制度の保健事業について 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouh

oken/hokenjigyou/index_00011.html 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/index_00011.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/index_00011.html









